






研究要旨 児童虐待防止における保育所の役割を明らかにするために、栃木県、大阪府、

大阪市、群馬県、和歌山県の全認可保育所を対象として、アンケート調査を行った。現在

結果の得られている栃木県の保育所では、育児や親子関係に問題があり家庭への援助・指

導が必要と思われた園児(被虐待児及び虐待ハイリスク児)は、全園児の 3%であった。また、

そのうちの 37.5%を保育所は児童虐待と判断していた。全保育所の 90%は、保育所で被虐待

児の保育が可能と回答していたが、保育所では、被虐待児及び虐待ハイリスク児の家族へ

の特別な対応は困難であった。保育所は、市役所・町村役場の保育所担当課や児童相談所

等の関係機関へそれらの児の 56%について相談していたが、保育所及び関係機関の援助に

よって親子関係を改善させることができたのは 22%の園児に過ぎなかった。保育所が関係

機関に望む支援は、園児の家庭への家庭訪問など保育所で行うことが困難な、園児の家庭

への個別の対応であった。 


